
 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域学校協働活動訪問 

川内村放課後子ども教室（川内村立川内小中学園） 
訪問日：令和７年１２月２日（火）  

福島県教育庁相双教育事務所

〒975-0031 

福島県南相馬市原町区錦町一丁目 30番地 

TEL:(0244)26-1315 

FAX(0244)26-1318 

E-mail:sousou.kyouiku@pref.fukushima.lg.jp 

EPORT３６号

社会教育 
 

 

   

自主性・自立心が高まる放課後子ども教室 
4 名のスタッフで運営しています。川内村放課後子ども教室は、共働き世帯等

の家庭を支援するため、放課後における児童の安全な活動のために、小学生全児

童の受け入れをしています。スポーツ・文化活動等の体験活動、地域住民の方々

との交流活動、学ぶ意欲のある児童に対して学習機会の提供を行っています。             

（川内村ホームページから一部抜粋） 

授業を終え、子どもたちが次々にやって来ました。机の上に学習問題や漢字問

題・計算問題等を広げ、「何を優先的に行えば良いのか・自分のやるべきことは

何か」などを考えてから、すぐに取りかかっていました。子どもたちが静かに行

動に移すことができるのもスタッフの方々の関わり、日頃からの指導の賜だと思

いました。 

『川内村放課後子ども教室』 
開催場所：川内小中学園  

対象学年：小学１～６年生  

開催日 ：学校開業日及び長期休業期間の月曜日〜金曜日 

実施時間：放課後〜午後 6 時まで 

※春・夏・冬の長期休業期間は、午前 8 時〜午後 6 時まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川内村放課後子ども教室のスタッフの役割               

 スタッフ同士が協力し合って運営しています。それぞれの役割に関わらず、子どもたちと接しています。学 

年ごとに決められた教室で、優しくサポートするように関わっています。ＡＬＴの先生も加わり、協力しなが 

ら、学習の支援に当たっていました。学習が終わると、低学年は長縄跳びで盛り上がっていました。 

○コーディネーター……児童の保護者等に対する参加の呼びかけ、学校、関係機関、関係団体等との連絡調

整、ボランティア等の地域の協力者の確保、登録及び配置、活動プログラムの企画、

策定等を行っています。 

○安全管理員……………放課後子ども教室に参加する児童の安全を確保するための業務に従事しています。 

○学習アドバイザー…… 下記の内容に関する活動や機会の提供に関する業務に従事しています。 

(１) 放課後における児童の安全・安心な活動拠点を確保する事業 

(２) 地域の多様な大人の積極的な参画を得て、交流による地域コミュニティ事業 

(３) 児童に様々な体験・交流・学習活動の機会の提供をするとともに、社会性、自

性、創造性等の児童の豊かな人間性の養成事業 

(４) 地域の中で安心して健やかに育まれる環境づくりを推進するために必要な事業 
【今回掲載した写真は全て相双教育事務所のデジタルカメラで撮影したものです】 


